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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要は

以下のとおりであります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

　取締役及び使用人が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「経営

計画書」、「服務規律」を全従業者に周知徹底させるとともに、必要に応じ

てその内容を追加及び修正しております。また、週１回常勤の役員で構成さ

れ開催されている「役員会」において、各事業の重要事項を検討しておりま

す。内部統制室は、内部監査を実施し、定期的に経営者及び監査役等に報告

しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の意思決定または取締役に対する報告に対しては、「取締役会規

程」、「文書管理規程」及び「稟議規程」の定めるところに従い、取締役会

の議事録、稟議書等を作成し、適切に保存及び管理しております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社の「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」及びその他の

社内規程に基づき、各取締役が担当の分掌範囲において責任を持ってリスク

管理体制を構築しております。リスク管理の観点から重要事項については、

取締役会の決議により規程の制定、改廃を行っております。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　常勤の役員で構成されている「役員会」は週１回、監査役同席のもと行わ

れる「取締役会」は月１回以上開催され、各取締役からの提案事項に対し、

経営上重要な決定を行っております。

(5) 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保

するための体制

　　社内規則である「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理し、子会社

の業務状況は、定期的に報告する体制を整えております。また、監査役は、

子会社の監査を行い、意見を述べるなど子会社の業務の適正を確保する体制

を整えております。
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(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役は、監査業務に必要な事項を管理本部等に依頼することができ、監

査役より監査業務に必要な依頼を受けた職員は、その依頼に関して取締役及

び取締役会の指揮命令を受けないこととなっております。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報

告に関する体制

① 監査役は、「取締役会」、「役員会」、その他の重要な会議に出席する

とともに、取締役からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧

し、意見を述べることができます。

② 取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事象が発生し、または

発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人が違法または不正な行為を

発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事象が発生した

ときは、監査役に報告します。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 取締役及び使用人は、監査役から会社情報等の提供を求められたときは

遅滞なく提供できるようにする等監査役監査の環境を整備するよう努め

ております。

② 監査役は、代表者との定期的な意見交換を開催し、併せて内部統制室と

の連携を図ります。

③ 監査役は、監査法人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を

受け、連携をとっております。

(9) 監査役への報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを

確保するための体制

　　当社は、内部通報制度等を通じて報告を行った役職員（報告者）に対し

て、報告をしたことを理由に不利益な取扱いを受けない旨社内規程で規定し

ており、当該体制を整備しております。

(10)監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項

　　当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用が発生した場合、又

はその費用の前払の請求を行う場合、速やかに該当費用等の処理をいたしま

す。
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(11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、内部統制シス

テムの整備及び運用状況について継続的に確認し調査を実施しており、取締

役会にその内容を報告しております。また、調査の結果判明した問題点につ

きましては、是正措置を行い、より適切な内部統制システムの運用に努めて

おります。なお、当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制

システムの主な運用状況は次のとおりであります。

① コンプライアンス等に関する取組み

　当社は、「経営計画発表会」（オンラインを含む。）において、当社の

行動規範を定める「経営計画書」について、会長、社長をはじめとする経

営陣が全社員向けに直接説明するとともに、新入社員研修、幹部候補研修

時には、法令遵守等に関する研修を継続的に実施しております。

② リスク管理体制の強化

　損失の危険の管理に関しましては、各取締役が担当の分掌範囲において

実施しており、災害等発生時におきましては、発生状況、対応方法等につ

いて「役員会」及び「取締役会」に報告しております。

③ 企業グループにおける業務の適正の確保

　当社では子会社を担当する取締役が、「役員会」又は「取締役会」にお

いて、子会社における業務内容等の報告を実施しており、必要に応じて子

会社における重要な決定事項を当社取締役会において、審議並びに決議し

ております。

④ 監査役の監査体制

　監査役は、監査計画に基づき監査を実施しており、「役員会」及び「取

締役会」に出席する等の方法により、取締役からの報告事項を確認してお

ります。また、内部統制室における内部監査に同行し、使用人へのヒアリ

ング等を実施しております。

　取締役及び使用人は、監査役から情報等の提供を求められた場合に速や

かに提供するように努めております。また、監査役は、半期に一度、内部

統制室及び会計監査人との意見交換を実施しており、その内容について代

表者とも意見交換を実施しております。
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（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,580,817 2,295,784 32,363,392 △8,148 36,231,846

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △302,316 △302,316

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

3,548,578 3,548,578

自 己 株 式 の 取 得 △1,714,658 △1,714,658

株主資本以外の項目
の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

当連結会計年度変動額合計 － － 3,246,262 △1,714,658 1,531,603

当連結会計年度末残高 1,580,817 2,295,784 35,609,654 △1,722,806 37,763,449

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純 資 産 合 計退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 12,581 12,581 6,021,370 42,265,798

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △302,316

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

3,548,578

自 己 株 式 の 取 得 △1,714,658

株主資本以外の項目
の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

5,738 5,738 1,350,856 1,356,595

当連結会計年度変動額合計 5,738 5,738 1,350,856 2,888,199

当連結会計年度末残高 18,320 18,320 7,372,227 45,153,998

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 １社

・連結子会社の名称 ＡＢホテル株式会社

② 非連結子会社の状況

該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度は、連結会計年度の末日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

評価基準は、原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。

商品、貯蔵品 最終仕入原価法

販売用不動産 個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月

１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ておりますが、取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産については、全額費用処理し

ております。

　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　10年～39年

機械装置及び運搬具　５年～13年
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ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

　ただし、ソフトウエアの自社利用分については、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

ハ. リース資産

＜所有権移転ファイナンス・リース＞

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

＜所有権移転外ファイナンス・リース＞

　リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。残存価額については、リー

ス契約上に残価保証の取り決めがあるものは当該残価保証額とし、その他のものについ

ては零としております。

ニ. 長期前払費用

均等償却によっております。

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

③ 繰延資産の処理方法

社債発行費

償還期間にわたり、定額法により償却しております。

④ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

ロ. 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額

を計上しております。

ハ. 役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えるため、会社が算定した当連結会計年度に負担すべき支給見込額

を計上しております。

ニ. 店舗閉鎖損失引当金

　店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉鎖損失見込額を計上しております。

ホ. 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び連結子会社は内規に基づく当連結会計

年度末要支給額を計上しております。
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⑤ 収益及び費用の計上基準

　当社グループはスポーツクラブ事業、ホテル事業及び不動産事業の各サービスの提供を

主な事業としております。

　スポーツクラブ事業においては、「ホリデイスポーツクラブ」の名称で会員制スポーツ

クラブを展開しており、規約に基づき主にスポーツクラブ施設を利用させる履行義務を負

っております。当該履行義務は、利用期間の経過に従い充足されるものであることから、

利用期間の経過に従い収益を認識しております。これらの取引の対価は、主に毎月１か月

分を前受けで受領しております。

　ホテル事業においては、「ＡＢホテル」の名称でホテルを展開しており、主に宿泊サー

ビスを提供し、宿泊約款に基づき客室を利用させる履行義務を負っております。宿泊サー

ビスでは、顧客にルームキーを引き渡し顧客が客室を占有したときに履行義務を充足する

ことから、利用日において収益を認識しております。連泊の場合には、独立販売価格で取

引価格を各利用日に配分しております。これらの取引の対価は、主に受付時に前受けで受

領しております。なお、利用時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログ

ラム「ＡＢポイント」については、交換される特典の独立販売価格を基礎として取引価格

の配分を行い、顧客がポイントを使用した時点で履行義務を充足することから、ポイント

が使用された時点で収益を認識しております。

　不動産事業においては、主にマンション等の賃貸事業を展開しており、賃貸期間に応じ

収益を認識しておりますが、一部の販売用不動産については、顧客との不動産売買契約に

基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っています。当該履行義務は物件が引き渡され

る一時点で充足されるものであることから、引渡時点で収益を認識しております。

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ. 退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。

・未認識数理計算上の差異の会計処理方法

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他

の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

・小規模企業等における簡便法の採用

　連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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顧客との契約から生じた債権(期首残高) 831,250千円

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 1,010,191千円

契約負債(期首残高) 365,581千円

契約負債(期末残高) 331,553千円

ロ. 消費税等の会計処理

　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理して

おります。

２．収益認識に関する注記

(1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは、スポーツクラブ事業、ホテル事業及び不動産事業を営んでおり、主な

財又はサービスの種類は、スポーツクラブ施設の提供、宿泊施設の提供及び賃貸物件等の

販売であります。

　また、スポーツクラブ事業における顧客との契約から生じる収益は12,562,593千円で

あり、ホテル事業における顧客との契約から生じる収益は12,243,048千円、その他の収

益は31,080千円であり、不動産事業における顧客との契約から生じる収益は1,242,443

千円、その他の収益は1,516,375千円であります。

(2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4)会計方針

に関する事項」の「⑤収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

　契約資産及び契約負債の残高等

　連結計算書類上、契約負債は流動負債「その他」に計上しております。

　契約負債は主に顧客からの前受金及びカスタマー・ロイヤリティ・プログラムに関する

前受対価であります。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額

は、365,581千円であります。
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当連結会計年度

繰延税金資産 436,730千円

当連結会計年度

有形・無形固定資産 46,206,295千円

減損損失 59,771千円

３. 会計上の見積りに関する注記

(1）繰延税金資産の回収可能性

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、将来の課税所得に関する収益見通しを含めた様々な予測・仮定に

基づいて繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は、将来の税

金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力

に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一

時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満た

しているかどうかにより判断しております。

収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一

時差異等の解消見込年度及び繰戻・繰越期間における課税所得を見積っております。

課税所得は、業績予想等の前提となった数値を基に、経営環境等の外部要因、当社

グループ内で用いている予算等の内部情報、過去実績等からの計画進捗状況等を考慮

し、適宜修正し見積っております。

将来の課税所得に関する予測・仮定に基づいて、当社又は連結子会社が繰延税金資

産の一部又は全部の回収ができないと判断した場合、当社グループの繰延税金資産は

減額され、当社グループの繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を及

ぼす可能性があります。

(2）固定資産の減損損失

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

減損の兆候については、資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ず

る損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスとなっているか、あるいは、当連

結会計年度以降プラスとなる見込みがないこと等とし、資産又は資産グループの主要

な経済的耐用年数と20年のいずれか短い期間での将来キャッシュ・フローを見積り、
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 31,361,260千円

当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 9,350,000千円

借入実行額 2,250,000千円

差　引　額 7,100,000千円

割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識する

こととしております。

これらの検討を行った結果、収益性が低下した資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し減損損失を計上しております。

将来キャッシュ・フローの見積りについては、取締役会によって承認された利益計

画に基づき見積りを行っており、当社グループが仮定した一定の条件が今後様々な要

因によって異なる結果となる可能性があり、その場合上記の固定資産の範囲において

減損損失を計上する可能性があります。

４. 連結貸借対照表に関する注記

(2) 貸出コミットメント契約等

　　　当社及び連結子会社におきましては、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これ

らの契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係

る借入未実行残高は次のとおりであります。
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場　所 用　途 種　類 減損損失額

中国・四国エリア

ホテル１店舗
事業用資産 土地及び建設仮勘定 59,771千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 38,315,000株 －株 －株 38,315,000株

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

20 2 5年５月16日
取 締 役 会

普通株式 114,917 3.0 2025年３月31日 2025年６月20日

20 2 5年10月14日
取 締 役 会

普通株式 187,398 5.0 2025年９月30日 2025年12月９日

５．連結損益計算書に関する注記

　　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。

　当社グループでは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本としてお

ります。出店を中止した店舗における資産グループの帳簿価額を減損し、59,771千円を減

損損失として特別損失に計上いたしました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値又は正味売却価額に基づいておりま

す。土地を除く固定資産については、使用価値によっておりますが、見積将来キャッシ

ュ・フロ―に基づく評価額がマイナスであるため、使用価値を零として算定しておりま

す。土地については正味売却価額によっており、重要性を勘案して固定資産税評価額等に

基づき算定しております。

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等
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決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

20 2 6年５月15日
取 締 役 会

普通株式 180,611 5.0 2026年３月31日 2026年６月29日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度に

なるもの

７. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、設備投資計画に照らして必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を

調達しております。一時的な余剰資金は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短

期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

②　金融商品の内容及びリスク

　当社グループは賃貸人等に対し契約締結時に敷金及び保証金を差し入れており、取引

相手の信用リスクに晒されております。

　借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

　このうち一部は、金利変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　敷金及び保証金については、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務

状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するため、変動金利に加え固定金利での資

金調達を行っております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管

理

　各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、

手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
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連結貸借対照表

計上額(千円)
時価（千円） 差額（千円）

（1）敷金及び保証金 2,307,168 1,653,746 △653,422

資産計 2,307,168 1,653,746 △653,422

（2）長期借入金（注）１ 14,844,639 14,724,346 △120,292

（3）リース債務（注）２ 3,111,323 3,140,879 29,556

負債計 17,955,962 17,865,226 △90,736

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 1,653,746 － 1,653,746

長期借入金 － 14,724,346 － 14,724,346

リース債務 － 3,140,879 － 3,140,879

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は次表に含めておりません。また、

「現金及び預金」、「売掛金」、「営業未収入金」、「未払金」、「未払法人税等」及び

「未払消費税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することか

ら、注記を省略しております。

（注）１.１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

２.１年内支払予定のリース債務を含めて記載しております。

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価

格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイン

プットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。

　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

－ 13 －



連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

9,365,541千円 △133,072千円 9,232,469千円 14,752,458千円

　　１株当たり純資産額 1,045円94銭

　　１株当たり当期純利益 95円08銭

　（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

　　敷金及び保証金

　　　差入先ごとにそのキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

　　長期借入金、リース債務

　　　これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り

引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

８. 賃貸等不動産に関する注記

　当社グループでは、主に愛知県内において、賃貸用マンション、オフィスビル等（土地を含

む。）を有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は

710,863千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次の

とおりであります。

(注) １. 連結貸借対照表計上額は､取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２. 当連結会計年度増減額のうち､主な要因は不動産取得による増加（782,889千

円）、不動産売却による減少（719,727千円）及び減価償却等による減少（196,233

千円）であります。

３. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算

定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金合計
別 途 積 立 金

土 地 圧 縮
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,580,817 1,444,167 32,000 20,000,000 196,254 6,825,311 27,053,566

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △302,316 △302,316

当 期 純 利 益 2,039,249 2,039,249

自己株式の取得

事業年度中の変動額合計 － － － － － 1,736,933 1,736,933

当 期 末 残 高 1,580,817 1,444,167 32,000 20,000,000 196,254 8,562,245 28,790,499

株 主 資 本

純資産合計
自己株式

株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 △8,148 30,070,404 30,070,404

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △302,316 △302,316

当 期 純 利 益 2,039,249 2,039,249

自己株式の取得 △1,714,658 △1,714,658 △1,714,658

事業年度中の変動額合計 △1,714,658 22,275 22,275

当 期 末 残 高 △1,722,806 30,092,679 30,092,679

株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

１. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　子会社株式は、移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　評価基準は、原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。

　商品、貯蔵品　最終仕入原価法

　販売用不動産　個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月

１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ておりますが、取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産については、全額費用処理し

ております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

　ただし、ソフトウエアの自社利用分については、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

③ リース資産

＜所有権移転外ファイナンス・リース＞

　リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。残存価額については、リー

ス契約上に残価保証の取り決めがあるものは当該残価保証額とし、その他のものについ

ては零としております。

④ 長期前払費用

　均等償却によっております。

　なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(4) 繰延資産の処理方法

　社債発行費

　償還期間にわたり、定額法により償却しております。

－ 16 －



(5) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

② 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計

上しております。

③ 役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えるため、会社が算定した当事業年度に負担すべき支給見込額を計

上しております。

④ 店舗閉鎖損失引当金

　店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉鎖損失見込額を計上しております。

⑤ 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度に負担すべき退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処

理しております。

⑥ 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

(6) 収益及び費用の計上基準

当社はスポーツクラブ事業及び不動産事業の各サービスの提供を主な事業としておりま

す。

スポーツクラブ事業においては、「ホリデイスポーツクラブ」の名称で会員制スポーツク

ラブを展開しており、規約に基づき主にスポーツクラブ施設を利用させる履行義務を負って

おります。当該履行義務は、利用期間の経過に従い充足されるものであることから、利用期

間の経過に従い収益を認識しております。これらの取引の対価は、主に毎月１か月分を前受

けで受領しております。

不動産事業においては、主にマンション等の賃貸事業を展開しており、賃貸期間に応じ収

益を認識しておりますが、一部の販売用不動産については、顧客との不動産売買契約に基づ

き当該物件の引き渡しを行う義務を負っています。当該履行義務は物件が引き渡される一時

点で充足されるものであることから、引渡時点で収益を認識しております。
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当事業年度

繰延税金資産 156,460千円

(7) 消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しており

ます。

２．収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「１．重要な会計方針に係る事項」の「(6)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。

３. 会計上の見積りに関する注記

（1）繰延税金資産の回収可能性

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社は、将来の課税所得に関する収益見通しを含めた様々な予測・仮定に基づいて

繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額

を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく

一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等

加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしている

かどうかにより判断しております。

　収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一

時差異等の解消見込年度及び繰戻・繰越期間における課税所得を見積っております。

　課税所得は、業績予想等の前提となった数値を基に、経営環境等の外部要因、当社

内で用いている予算等の内部情報、過去実績等からの計画進捗状況等を考慮し、適宜

修正し見積っております。

　将来の課税所得に関する予測・仮定に基づいて、当社が繰延税金資産の一部又は全

部の回収ができないと判断した場合、当社の繰延税金資産は減額され、当社の繰延税

金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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当事業年度

有形・無形固定資産 26,831,380千円

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 24,141,800千円

当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 3,900,000千円

借入実行額 800,000千円

差　引　額 3,100,000千円

短期金銭債権 20千円

短期金銭債務 808千円

長期金銭債務 35,209千円

売上高 31,632千円

売上原価 4,800千円

販売費及び一般管理費 14,975千円

営業外収益 151,040千円

（2）固定資産の減損損失

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　「連結注記表　３．会計上の見積りに関する注記　(2)固定資産の減損損失　②識

別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一

であります。

４. 貸借対照表に関する注記

(2) 貸出コミットメント契約等

　当社は、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末に

おける当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

(3) 関係会社に対する金銭債権債務は次のとおりであります。

５. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業取引以外の取引高
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株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 9,093株 2,183,700株 －株 2,192,793株

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 40,830

未払事業税 28,604

未払社会保険料 5,775

ゴルフ会員権評価損 932

役員退職慰労引当金 258,063

仲介手数料 67,405

子会社株式 38,079

資産除去債務 616,093

減損損失 1,181,218

その他 110,357

繰延税金資産小計 2,347,360

評価性引当額 △1,816,612

繰延税金資産合計 530,748

繰延税金負債

土地圧縮積立金 △88,007

資産除去債務に対応する除去費用 △286,279

繰延税金負債合計 △374,287

繰延税金資産の純額 156,460

１株当たり純資産額 833円08銭

１株当たり当期純利益 54円64銭

６. 株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の数に関する事項

７. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８. １株当たり情報に関する注記

９. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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